
　　　　　　　　　　　　　　　防災基本計画（第３編　地震災害対策編）　関係省庁対応状況一覧

本表は、平成２６年１月１７日の中央防災会議において決定した防災基本計画のうち、第３編　地震災害対策編の第２章　災害応急対策、第３章災害復旧・復興部分のみ抜粋し、
国の行政機関について、本文中に記載のある組織を表にまとめたものである。

第３編　地震災害対策編 国
非常

本部等
内閣官房 内閣府 総務省 消防庁 外務省 文科省 厚労省 農水省 経産省

資源
エネ庁

国交省 気象庁 海保庁 環境省 防衛省 警察庁
国土

地理院

第２章　災害応急対策 ○

第１節　災害発生直前の対策 △ ○ ○

第２節　発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立 ○ △

１　災害情報の収集・連絡

 (1)　地震情報の連絡 △ ○ △ ○ △ △ △

 (2)　被害規模の早期把握のための活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 (3)　地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

 (4)　一般被害情報等の収集・連絡 ○ ○ ○ ○

 (5)　応急対策活動情報の連絡 ○ ○ ○

２　通信手段の確保 ○ ○

３　地方公共団体の活動体制

４　広域的な応援体制 ○ ○ ○ ○

５　国における活動体制

 (1)　内閣官房，指定行政機関，公共機関の活動体制 ※ ○ ※

 (2)　関係省庁災害対策会議の開催等 ○

 (3)　緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施 ○

 (4)　非常災害対策本部の設置と活動体制 ○ ○ ○

 (5)　緊急災害対策本部の設置と活動体制 ※ ○ ○ ○

 (6)　災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置等 ※ ○

 (7)　非常本部等の調査団等の派遣，現地対策本部の設置 ○

 (8)　南関東地域において大地震が発生した場合の参集方法等 ○

 (9)　自衛隊の災害派遣 ○

第３節　救助・救急，医療及び消火活動

１　救助・救急活動

 (1)　住民及び自主防災組織の役割

 (2)　被災地方公共団体による救助・救急活動 △ △ △ △
 (3)　被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救 ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 (4)　資機材等の調達等 ○

２　医療活動

 (1)　被災地域内の医療機関による医療活動 ○ ○ ○ ○ ○
 (2)　被災地域外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派 ※ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○
 (3)　被災地域外での医療活動 ※ ○ ○ ○

 (4)　広域後方医療施設への傷病者の搬送 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 (5)　被災者の心のケア対策 ○

３　消火活動

 (1)　地方公共団体等による消火活動 ○

 (2)　被災地域外の地方公共団体による応援 ※ ○ ○

４　惨事ストレス対策 △

第４節　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

１　交通の確保・緊急輸送活動の基本方針

 (1)　輸送に当たっての配慮事項

 (2)　輸送対象の想定

２　交通の確保 ○

 (1)　非常本部等による調整等 ○

 (2)　道路交通規制等 ※ ○ ○

 (3)　道路啓開等 △ ○ ○ ○ ○

 (4)　航路等の障害物除去等 △ ○ ○

 (5)　港湾及び漁港の応急復旧等 △ ○ ○ ○

 (6)　海上交通の整理等 ○

 (7)　空港等の応急復旧等 ○ ○

 (8)　航空管制等 ○

 (9)　鉄道交通の確保 △ ○

 (10)広域輸送拠点の確保

３　緊急輸送 ○ ○ ○ ○ ○ ○

４　緊急輸送のための燃料の確保 ○

第５節　避難収容及び情報提供活動

１　避難誘導の実施

２　避難場所及び避難所

 (1)　避難場所及び避難所の開設

 (2)　避難所の運営管理等 △

３　応急仮設住宅等

 (1)　被災都道府県による応急仮設住宅の提供 △

 (2)　応急仮設住宅に必要な資機材の調達 ※ △ △ △ △ △

 (3)　応急仮設住宅の運営管理

４　広域一時滞在 △※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５　要配慮者への配慮

６　帰宅困難者対策 ○

７　被災者等への的確な情報伝達活動

 (1)　被災者への情報伝達活動 ○ ○

 (2)　国民への的確な情報の伝達 ○ ○

 (3)　住民等からの問合せに対する対応 ○ ○

 (4)　海外への情報発信 ○ ○

第６節　物資の調達，供給活動

 (1)　非常本部等による調整等 ○ ○

 (2)　地方公共団体による物資の調達，供給 △ △ △ △ △ △

 (3)　国による物資の調達，供給 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 (4)　運送事業者である公共機関の活動 △

第７節　保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動

１　保健衛生 ○ ○

２　防疫活動 ※ ○ ○ △

３　遺体の処理等 ○

第８節　社会秩序の維持，物価の安定等に関する活動 ※

１　社会秩序の維持 ○ ○

２　物価の安定，物資の安定供給 ○

第９節　応急の教育に関する活動
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・取組の主体となる者として記載しているものは○を、協力・連絡する相手として記載しているものは、△を記入。
・内閣総理大臣が、対処基本方針に基づいて、指揮・監督するものは、国に※を記入。
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第10節　応急復旧及び二次災害・複合災害の防止活動

１　施設・設備等の応急復旧活動

 (1)　施設，設備の応急復旧活動 ○ ○

 (2)　ライフライン施設に関する非常本部等の関与 ※ ○ △ △ △ △

 (3)　住宅の応急復旧活動

２　二次災害の防止活動 ○ ○ ○

 (1)　水害・土砂災害対策 ○ ○ ○

 (2)　建築物，構造物の倒壊 ○

 (3)　高潮，波浪等の対策 ○ ○

 (4)　爆発等及び有害物質による二次災害対策 ○

３　複合災害発生時の体制

第11節　自発的支援の受入れ ○

１　ボランティアの受入れ ○

２　国民等からの義援物資，義援金の受入れ

 (1)　義援物資の受入れ ○

 (2)　義援金の受入れ

３　海外等からの支援の受入れ ○ ○ ○

第３章　災害復旧・復興 ○

第１節　地域の復旧・復興の基本方向の決定 ○

第２節　迅速な原状復旧の進め方

１　被災施設の復旧等 ○ ○

２　災害廃棄物の処理 ○

第３節　計画的復興の進め方

１　復興計画の作成 ○※ ○ ○

２　防災まちづくり ○ ○ ○ ○ ○

第４節　被災者等の生活再建等の支援 ○ ○ ○ ○

第５節　被災中小企業の復興その他経済復興の支援 ○ ○

・取組の主体となる者として記載しているものは○を、協力・連絡する相手として記載しているものは、△を記入。
・内閣総理大臣が、対処基本方針に基づいて、指揮・監督するものは、国に※を記入。
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図２
物資の調達，供給活動
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